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綾川町若者定住促進補助金について 

 

綾川町では、人口の減少を抑制し、定住の促進と地域の活性化を図るため、町内に定住す

るために住宅を新築、又は購入、若しくは建替えを行なった若者を対象に、定住促進補助金

を交付します。 

 

１．補助の対象となる方 

 次の要件をすべて満たす方 

(1) 住宅を新築、又は購入、若しくは建替え（以下「新築等」という。）を行い、この

補助金の交付を申請した日において、40 歳以下の方 

(2) 住宅の所有者である方（共有名義の場合は、持分 1/2 以上の方。また、持分が

1/2 の方が 2 名の場合は、どちらか一方） 

(3) 世帯全員が、住宅の所在地において、住所を有している方 

(4) 購入した住宅で、引き続き 5 年以上居住する意思のある方 

(5) 世帯全員が、市区町民税を滞納していない方 

ただし、次のいずれかに該当する方は除きます。 

  (1) 過去に、この補助金を受けたことのある方 

  (2) 転入や転居を伴わずに、町内で住宅を新築、又は購入、若しくは建替えを行なっ

た方 

  (3) 転入、又は転居の日前 3 年以内に、建替えを行なった住宅の所在地に居住してい

た方 

≪補助対象者チェック表≫ 

 



 

 

２．補助金の額 

区 分 補助対象経費 補助率 限度額 備考 

住宅の新築、

又は新築した

住宅の購入 

住宅の新築、又は新築した

住宅の購入に要する経費

（建物の権利に関する登記

を行なった日前 1 年以内に

購入し、持分が 1/2以上の

土地の購入費用を含む。） 

10/100 

 

ただし、補助対象経

費に補助率を乗じ

て得た額に、1,000

円に満たない端数

があるときは、これを

切り捨てる。 

100 万円 

ただし、新

築等を行っ

た 住 宅 が

旧綾上町

地域 に存

す る 場 合

は、200 万

円 

店舗併用住宅の

場合は、補助対

象経費を居住部

分の面積で按分

して得た額を補助

対象経費とする。 

 

区分ごとの補助対

象経費を合算し

て補助対象経費

とすることはできな

いものとする。 

中古住宅の購

入 

中古住宅の購入に要する

経費（持分が1/2以上の土

地の購入費用を含み、購

入後の改修費用を除く。） 

住宅の建替え 住宅の建替えに要した経費

（既存住宅の撤去費用を

除く。） 

 

 

３．交付申請 

 建物の登記を行なった日、又は世帯全員が、新築等を行なった住宅の住所地に住所を移し

た日のいずれか遅い日から起算して、３ヶ月以内に、以下の書類を提出してください。 

 代理人による申請や、郵送による申請も可能ですが、同一世帯以外の方を代理人とする場

合は、受任者の身分を証明する書類（免許証など）を添付した委任状が必要です。また、各

種証明書の取得に関しては、発行元にご確認ください。 

 (１) 交付申請書 

(２) 世帯全員の住民票謄本（続柄の記載されたもの） 

(３) 世帯全員の完納証明書、若しくは非課税証明書 

(４) 土地の登記事項証明書 

(５) 住宅の登記事項証明書 

(６) 土地購入契約書の写し（借地の場合は土地賃貸借契約書の写し、建替えの場合は必

要なし） 

(７) 住宅新築又は購入、若しくは建替えに係る契約書の写し 

(８) 補助対象経費にかかる領収書、又は銀行振込控えの写し 

(９) 国、県又は本町の制度による他の補助を受けている場合は、当該補助金の額が確認

できる書類 

(10) 住宅の平面図（間取り、床面積が確認できるもの。中古住宅を購入後、改修を行な

った場合は、改修後の間取り、床面積が確認できるもの）及び位置図 

(11) 住宅の全景写真（撮影位置を変えて 2 枚） 

(12) 債権者登録申請書 

(13) 同意書（同一世帯以外に、補助の要件を満たしている方がいる場合） 

(14) 委任状（同一世帯以外の方が、代理申請等を行なう場合） 

 

 



 

 

４．補助金の請求 

 町において申請書類を審査し、補助金の交付を決定した場合には、「交付決定及び額の確

定通知書」を送付しますので、「交付請求書」に必要事項を記入の上、提出してください。

なお、交付しないことを決定した場合は、その理由を記載した「不交付決定通知書」を送付

します。 

 

 

５．補助金交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．若者定住促進補助金 Q&A 

項 目 質問内容 回 答 

補助対象 家の増改築（リフォーム）は、対象になりま

すか？ 

対象にはなりません。 

 リフォーム済みの中古住宅を購入した場合

も、リフォーム代は補助の対象外になるので

すか？ 

補助対象とします。中古住宅の購入の場

合、対象外となるのは、購入後に行なった

増改築に要する費用です。 

 土地付きの中古住宅を購入し、建替えを

行ないます。両方の費用を対象にできます

か。 

中古住宅の購入か、建替えのいずれかの

費用しか対象にはなりません。 

 町内のアパートに住んでいます。町内に住

宅を新築しようと思うのですが、対象になり

ますか？ 

転居を伴うと考えられますので、他の条件

を満たしていれば対象になります。 

新築等を行なった住宅の権利登記を行なった日/世帯全員の転入・転居日 いずれか遅い日 

新築等に関する契約締結 

交付申請 

3 ヶ月以内 

町における審査（2週間程度）※ 

交付決定・確定 不交付決定 

補助金の請求 

補助金の受領（口座振込） 

1 ヶ月程度 

 

※提出書類に誤りがある場合や、この補助金以外の

補助金の額が確定していない場合などは、お待ち

いただく可能性があります。 

 



 

 

項 目 質問内容 回 答 

補助対象 町外に住んでいますが、町内に住む両親と

同一の敷地内に、家を建てたい（建替えを

含む）と考えています。補助の対象になりま

すか？ 

転入を伴うと考えられますので、他の条件

を満たしていれば対象になります。 

ただし、リフォームの場合は対象となりませ

ん。 

 町内の家を建替えるために、一旦別の場

所に住所を移しています。家が完成して戻

ってくれば、申請は可能ですか？ 

対象にはなりません。 

3 年以内に同一の住所地に戻る場合は、

対象者にはなれません。 

 店舗併用型住宅の場合でも、補助対象

になりますか？ 

居住部分は対象になります。居住部分の

面積で按分した額で補助金の算定を行な

います。 

 アパートを建設し、その一室に居住します。

対象になりますか？ 

対象にはなりません。今回の補助金は一

戸建て住宅を対象としています。 

 親は同居しませんが、親と共有名義で住

宅を購入しました。私の持分は 1/2 です

が、対象になりますか？ 

持分が 1/2以上あり、その他の条件を満た

していれば、対象になります。ただし、持分

が 1/2 ずつで、2 名による共有の場合は、

どちらか一方しか申請できません。 

 妻と共有名義で住宅を購入しました。持

分は 1/2 ずつです。私は 40 歳を超えてい

ますが、妻は 40歳以下です。申請できます

か？ 

年齢要件以外の条件も満たしていれば、

奥様が申請人となって、申請することが可

能です。 

 住宅ローンを組んで購入したため、銀行の

抵当権が設定されています。対象になりま

すか？ 

対象になります。 

 現在、家を新築中ですが、完成時期に

は、41 歳になります。対象になりますか？ 

建物の権利に関する登記をした日、又は

世帯全員が転入・転居した日のいずれか

遅い日以降の申請となりますので、対象に

はなりません。 

 住宅を購入しましたが、住むのは 1 年後を

予定しています。対象になりますか？ 

世帯全員が転居した日以降の申し込みに

なります。その日において、補助の要件を満

たしていれば、対象になります。 

補助対象経

費 

私の持分は 1/2 ですが、補助対象経費も

1/2 になるのでしょうか？ 

申請者は、持分が 1/2 以上の方、1 名に

限られますが、補助対象経費は、持分によ

って按分することはありません。 

 土地の購入代金は補助対象経費となりま

すか？ 

新築や購入の場合は、補助対象経費とな

ります。 

ただし、建物の権利に関する登記を行なっ

た日前、1 年以内に購入（購入契約を締

結）し、持分が 1/2 以上の土地に限りま

す。 

 土地を購入して、住宅を新築しました。土

地の名義は親で、住宅は、親と私で 1/2ず

つです。補助対象経費に、土地の購入費

用を含むことができますか？ 

できません。 

購入した土地の持分が、1/2 以上なけれ

ば、補助対象経費に含むことはできませ

ん。 



 

 

項 目 質問内容 回 答 

交付申請 世帯構成が変わった場合に、変更を届け

出る必要はありますか？ 

交付決定後の世帯構成の変更は、届出

の必要はありません。 

申請日から交付決定の日までに、変更が

あった場合は、申し出てください。 

 世帯内で、転入日が異なっています。交付

申請書に記載する日付は、いつ時点のも

のを記載すればよいですか？ 

最も遅かった方の転入・転居日としてくださ

い。また、居住開始日も同様です。 

 将来、両親と一緒に住もうと考えています。

申請書に記載しておく必要はありますか？ 

必要ありません。 

申請時点での世帯構成員を記載してくだ

さい。 

 同一世帯の中に、課税されていない者が

いる場合は、納税証明書は必要ありませ

んか？ 

納税証明書の代わりに、非課税証明書

（課税されていないことを証明する書類）を

提出してください。 

 国、県又は綾川町の他の補助金とは、具

体的にはどのようなものがありますか？ 

すまい給付金、合併処理浄化槽の設置

補助、太陽光発電設備の購入補助など

が考えられます。 

 省エネ住宅ポイントも、控除の対象になり

ますか？ 

対象になります。1 ポイント 1 円として、補

助対象経費から控除しますので、ポイント

数の分かる書類を提出してください。 

 申請時に、他の補助金の額が確定してい

ない場合は、どのようにすればよいのです

か？ 

申請時には、申請額が分かる書類に確定

予定時期を記載して提出してください。確

定後、確定額の分かる書類を提出してくだ

さい。 

 この補助金以外の補助金の額が確定して

いない状態で申請した場合でも、交付決

定はされるのですか？ 

申請は受け付けますが、他の補助金の額

が確定していない場合は、交付決定は行

ないません。確定額の分かる書類が提出さ

れた時点で、交付決定を行ないます。 

 補助金の振込先口座を、申請人の名義

以外の口座にすることはできますか？ 

できません。 

 同意書が必要な場合とは、どのようなとき

ですか。 

申請書の世帯構成員の欄に記載される方

以外に、その住宅に対して、補助の要件を

満たしている方がいる場合に、その方の同

意書（様式任意）が必要です。 

 

交付申請 郵送による申請や代理人による申請はで

きますか？ 

販売業者等による申請も含めて可能で

す。 

ただし、同一世帯以外の方が代理で申請

書類や請求書を提出する場合は、委任状

（様式任意）を添付してください。 

交付決定 不交付決定とは、どのような場合にされる

のですか？ 

補助の対象とならない場合や、申請内容

に偽りや不正などが発見された場合などで

す。 



 

 

項 目 質問内容 回 答 

補助金の交

付 

交付請求書は、いつ提出すればいいので

すか？ 

町から「交付決定及び額の確定通知書」

が届いた後に、速やかに提出してください。 

 交付請求書を提出してから、実際に交付

されるまで、どの程度の期間がかかります

か？ 

通常であれば、1 ヶ月程度で交付できると

考えています。ただし、予算が不足する場

合には、交付をお待ちいただくこともありま

す。 

 補助金を現金で受け取ることはできます

か？ 

指定口座への振込のみの交付となります。 

 補助金の代理受領はできますか？ できません。 

補助金の返

還 

補助金の返還を求められるのは、どのよう

な場合ですか？ 

申請内容に偽りや不正があった場合、5 年

以内に、転居・転出した場合などです。 

その他 確定申告で、住宅借入金等特別控除を

受ける場合、住宅の取得等の対価から、

補助金の額を控除する必要はあります

か？ 

控除する必要があります。 

詳しくは、坂出税務署にご確認ください。 

 

 

 

７．申請書の提出先及びお問い合わせ先 

  〒761-2392 

   香川県綾歌郡綾川町滝宮 299 番地 
    綾川町役場 総務課いいまち推進室 
     電話 087-876-5577 ＦＡＸ 087-876-1948 
     Ｅ-mail iimachi@town.ayagawa.lg.jp 

 

交付申請や交付請求にかかる書式は、綾川町のホームページからも 

ダウンロードできます。【http://www.town.ayagawa.kagawa.jp/】 
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様式第 1号（第 5条関係） 

綾川町若者定住促進補助金交付申請書 

 

年   月   日 

 

綾川町長  様 

 

申請人   住  所 

 

      氏  名           印 

 

      電話番号 

 

綾川町若者定住促進補助金の交付を受けたいので、綾川町若者定住促進補助金交付要綱

第 5条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 

なお、当該補助金の交付決定のため、町が私及び世帯構成員の住民基本台帳及び、町税納

付状況に関する調査を行なうことに承諾するとともに、補助金の交付を受けた日から起算

して 5年以上綾川町に居住する意思を有することを、ここに宣誓いたします。 

 

記 

 

住宅の所在地 綾川町 

世帯構成（※申請者を含む） 

氏 名 年齢 申請者との続柄 

   

   

   

   

   

転入・転居年月日    年   月   日 

居住開始年月日    年   月   日 

申請の内容 

□ 新築 土地の購入  
□ 有 

□ 無 

□ 新築した住宅の購入 土地の購入 
□ 有 

□ 無 

□ 中古住宅の購入 土地の購入 
□ 有 

□ 無 

□ 住宅の建替え 

建築又は販売を行なった業者 
所在地（住所） 

業者名（氏名） 

対象住宅に対する国、県又は本町の

制度による他の補助金受給の状況 
□有    □無 



 

 

様式第 1号（第 5条関係） 

綾川町若者定住促進補助金交付申請書 

 

令和○年○○月○○日 

 

綾川町長  様 

 

申請人   住  所 綾川町滝宮２９９番地 

 

      氏  名 綾川 太郎 

 

      電話番号 876-1906 

 

綾川町若者定住促進補助金の交付を受けたいので、綾川町若者定住促進補助金交付要綱

第 5条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 

なお、当該補助金の交付決定のため、町が私及び世帯構成員の住民基本台帳及び、町税納

付状況に関する調査を行なうことに承諾するとともに、補助金の交付を受けた日から起算

して 5年以上綾川町に居住する意思を有することを、ここに宣誓いたします。 

 

記 

 

住宅の所在地 綾川町 滝宮２９９番地 

世帯構成（※申請者を含む） 

氏 名 年齢 申請者との続柄 

綾川 太郎 ３８ 本人 

綾川 花子 ３６ 妻 

綾川 一郎 １０ 子 

綾川 美里 ６ 子 

   

転入・転居年月日    令和５年 ４月 １日 

居住開始年月日    令和５年 ４月 10 日 

申請の内容 

□ 新築 土地の購入  
□ 有 

□ 無 

□レ  新築した住宅の購

入 
土地の購入 

□レ  有 

□ 無 

□ 中古住宅の購入 土地の購入 
□ 有 

□ 無 

□ 住宅の建替え 

建築又は販売を行なった業者 
所在地（住所）綾川町山田下２２２４番地 

業者名（氏名）（株）綾川工務店 

対象住宅に対する国、県又は本町の

制度による他の補助金受給の状況 
□レ 有    □無 

 

書き方見本 



 

 

 

 

同 意 書 
 

 

（申請人） 住 所 

      氏 名 

 

私は、上記の者が綾川町若者定住促進補助金の交付申請を行い、補助金を受領

することに同意します。 

 

年   月   日 

 

綾川町長 様 

 

（同意者） 住 所  （自 署） 

      氏 名  （自 署）  □印  

 

 

 

 

 

 

書 式 例 



 

 

 

 

委 任 状 
 

（受任者） 住 所 

      事業所等名称 

      代表者職氏名 

      受任者氏名 

      連絡先 

 

私は、上記の者を代理人と定め、次の権限を委任します。 

綾川町若者定住促進補助金の交付申請書、及び交付請求書の作成・提出、並び

に提出書類について、修正し、又は補完するための一切の権限 

 

年   月   日 

 

綾川町長 様 

 

（委任者） 住 所  （自 署） 

      氏 名  （自 署）  □印  

 

 

 

書 式 例 

※ この委任状は、申請書等の作成、提出、修正、及び補完にかかるものです。ただし、

証明書などの添付書類の取得に関しては、各発行元にご確認ください。 

※ 委任状には、受任者の身分を証明する書類（免許証の写しなど）を添付してください。 



 

 

様式第 4号（第 7条関係） 

 

綾川町若者定住促進補助金交付請求書 

 

年   月   日 

 

綾川町長  様 

 

申請人   住  所 

 

      氏  名           印 

 

      電話番号 

 

 

年   月   日付け    第   号で交付決定及び額の確定通知の

あった綾川町若者定住促進補助金について、綾川町若者定住促進補助金交付要綱第 7条

の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

 1 補助金の交付請求額                 円 

 

 

 2 補助金の振込先 

 

金 融 機 関 名  

銀 行 

農 協 

その他 

 
(支)店 

出張所 

預金種目 
当座 

□ 

普通 

□ 
口座番号          

(  ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ  )  

口 座 名 義 人  

 

（注意）  

※1 口座名義人は、申請人と同一としてください。 

   ※2 申請時に、町に登録した口座としてください。 

 

 



 

 

様式第 4号（第 7条関係） 

 

綾川町若者定住促進補助金交付請求書 

 

令和○年○○月○○日 

 

綾川町長  様 

 

申請人   住  所  綾川町滝宮２９９番地 

 

      氏  名  綾川 太郎 

 

      電話番号  ８７６-１９０６ 

 

 

令和○年○○月○○日付け綾川総第○○号で交付決定及び額の確定通知のあった綾

川町若者定住促進補助金について、綾川町若者定住促進補助金交付要綱第 7 条の規定

に基づき、下記のとおり請求します。 

 

 

記 

 

 

 1 補助金の交付請求額      １，０００，０００円 

 

 

 2 補助金の振込先 

 

金 融 機 関 名 百十四 

銀 行 

農 協 

その他 

綾南 
(支)店 

出張所 

預金種目 
当座 

□ 

普通 

□レ  
口座番号   １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

(  ﾌ  ﾘ  ｶﾞ  ﾅ  ) アヤガワ タロウ 

口 座 名 義 人 綾川 太郎 

 

（注意）  

※1 口座名義人は、申請人と同一としてください。 

   ※2 申請時に、町に登録した口座としてください。 

 

 

 

書き方見本 

交付決定及び額の確定通知書に記載された

日付と文書番号を転記してください。 

交付決定及び額の確定通知書で通知された額 



 

 

綾川町若者定住促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第 1条 この告示は、人口の減少を抑制し、定住の促進と地域の活性化を図るため、本

町の区域内に定住するために住宅を新築、又は購入、若しくは建替えを行なった者に

対し、予算の範囲内において綾川町若者定住促進補助金（以下「補助金」という。）

を交付すること関して必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第 2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 住宅 居住することを目的として、独立した基礎を有し、玄関、居室、便所、浴

室及び台所等を有している一戸建ての建築物をいう。 

 (2) 中古住宅 個人の生活を目的とし、居住の用に供されたことのある住宅をいう。 

 (3) 新築 居住することを目的として、本町の区域内に新たに住宅を建築すること

をいう。 

 (4) 購入 居住することを目的として、本町の区域内に存する住宅を購入すること

をいう。 

 (5) 建替え 本町の区域内に存する住宅の全部を取り壊し、従前と同じ敷地とみな

される土地に住宅を建築することをいう。 

（補助対象者） 

第 3 条 この補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当する者とする。 

 (1) 住宅を新築、又は購入、若しくは建替え（以下「新築等」という。）を行い、こ

の補助金の交付を申請した日において、40歳以下の者であること。 

 (2) 住宅の所有者（不動産登記法（平成 16年法律第 123号）の規定により、建物の

権利に関する登記を行なった者。以下同じ。）であること。ただし、共有名義の場

合は、持分が 2分の 1以上の者（持分が 2分の 1の所有者が 2名の場合は、いずれ

か一方）であること。 

 (3) 補助対象者、及びその同一世帯に属する者（以下「世帯全員」という。）が、新

築等を行なった住宅の所在地により、本町の住民基本台帳に記録された者であるこ

と。 

 (4) 新築等を行なった住宅を生活の本拠として引き続き 5 年以上居住する意思があ

る者であること。 

 (5) 世帯全員が、本町、及び前住所地の市区町村において市区町村民税を滞納して

いない者であること。 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としな

いものとする。 

(1) 過去にこの告示に基づき補助金の交付を受けたことのある者であること。 

(2) 転入、又は転居を伴わず、新築等を行なった者であること。 

(3) 建替えを行なった者で、転入、又は転居の日前 3 年以内に、当該住宅の所在地

により、住民基本台帳に記録されていた者であること。 

(4) その他、町長が不適切な事由があると認める者であること。 

（補助金の額等） 

第 4条 補助金の額等は別表第 1のとおりとする。この場合において、当該補助金の額

に 1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額とする。 

2 国、県又は本町の制度による他の補助を受けている場合は、当該補助金の額を補助



 

 

の対象となる費用から控除する。 

（補助金の申請） 

第 5 条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、住

宅の建物の権利に関する登記を行なった日、又は世帯全員が、新築等を行なった住宅

の所在地により、本町の住民基本台帳に記録されたから日のいずれか遅い日から起算

して 3箇月以内に、綾川町若者定住促進補助金交付申請書（様式第 1号）に、別表第

2に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

第 6条 町長は、前条の規定により申請された書類の審査及び必要に応じて行なう実地

調査等により、補助金を交付することが適当であると認めたときは、綾川町若者定住

促進補助金交付決定及び額の確定通知書（様式第 2号）により当該申請者に通知する

ものとする。 

2 町長は、前項の規定による書類の審査及び必要に応じて行なう実地調査等により、

補助金の交付が適当でないと認めたときは、綾川町若者定住促進補助金不交付決定通

知書（様式第 3号）により当該申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第 7条 補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた申請者は、速やかに綾川町若者定

住促進補助金交付請求書（様式第 4号）により、町長に補助金の交付を請求するもの

とする。 

（補助金の交付） 

第 8条 町長は、前条の規定により補助金の交付を請求されたときは、速やかに補助金

を交付するものとする。 

（補助金の返還等） 

第 9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたと

きは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 (1) 正当な事由がなく、補助金の交付を受けた日から起算して 5 年以内に転居し、

又は転出したとき。 

 (2) 補助金の交付申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。 

 (3) この告示の規定に違反したとき。 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の返還を相当と認めたとき。 

（その他） 

第 10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。 

 

附 則 

 この告示は、平成 27年 4月 1日から施行し、平成 27年 1月 1日から適用する。 

   附 則 

 この告示は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表第 1（第 4条関係） 

区 分 補助対象経費 補助率 限度額 備考 

住 宅 の 新

築、又は新

築した住宅

の購入 

住宅の新築、又は新

築した住宅の購入に

要する経費（建物の

権利に関する登記を

行なった日前 1 年以

内に購入し、持分が

1/2 以上の土地の購

入費用を含む。） 

10/100 

 

ただし、補助対

象経費に補助

率を乗じて得

た額に、1,000

円に満たない

端数があると

きは、これを切

り捨てる。 

100万円 

ただし、新

築等を行っ

た住宅が旧

綾上町地域

に存する場

合は、200万

円 

店舗併用住宅

の場合は、補助

対象経費を居

住部分の面積

で按分して得

た額を補助対

象経費とする。 

 

区分ごとの補

助対象経費を

合算して補助

対象経費とす

ることはでき

ないものとす

る。 

中古住宅の

購入 

中古住宅の購入に要

する経費（持分が 1/2

以上の土地の購入費

用を含み、購入後の

改修費用を除く。） 

住宅の建替

え 

住宅の建替えに要し

た経費（既存住宅の

撤去費用を除く。） 

 

別表第 2（第 5条関係） 

添付書類 

1 世帯全員の住民票謄本（続柄の記載されたもの） 

2 世帯全員の前住所地における納税証明書、若しくは非課税証明書

（本町に転入した日の属する年度を除き、1 年度以上経過している

者は必要なし） 

3 土地の登記事項証明書（借地の場合は必要なし） 

4 住宅の登記事項証明書 

5 土地購入契約書の写し（借地の場合は土地賃貸借契約書の写し、

建替えの場合は必要なし） 

6 住宅新築又は購入、若しくは建替えに係る契約書の写し 

7 補助対象経費にかかる領収書、又は銀行振込控えの写し 

8 国、県又は本町の制度による他の補助を受けている場合は、当該

補助金の額が確認できる書類 

9 住宅の平面図（間取り、床面積が確認できるもの。購入後に改修

を行なった場合は、改修後の間取り、床面積が確認できるもの）及

び位置図 

10 住宅の全景写真（撮影位置を変えて 2枚） 

11 その他町長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


